
４ 議案第７７号関係 

  おいらせ町立児童館条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現  行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 児童館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

第２条 児童館の名称及び位置は、次のとおり

とする。 

名称（おいらせ町立） 位置 

向山児童館 おいらせ町向山三丁

目3番地373 

木内々児童センター

ひまわり館 

おいらせ町染屋71番

地 

木ノ下児童センター

みらい館 

おいらせ町青葉二丁

目50番地72 
 

名称 位置 

おいらせ町立向山児童

館 

おいらせ町向山三丁

目3番地373 

おいらせ町立木ノ下児

童館 

おいらせ町鶉久保

山117番地2 

おいらせ町立北部児童

センター 

おいらせ町青葉二

丁目50番地72 

おいらせ町立南部児童

センター 

おいらせ町染屋71番

地 
 

（業務） （業務） 

第３条 児童館は、次の業務を行うものとす

る。 

(1) 児童の健全育成の助長を図ること。 

(2) 児童の集団的、個別的指導及び体力増

進のための指導を行うこと。 

(3) 児童福祉に関する地域組織活動の推進

を図るとともに、その利用に供すること。 

(4) 放課後児童健全育成事業の実施に関す

ること。 

第３条 児童館は、次の業務を行うものとす

る。 

(1) 児童の健全育成の助長を図ること。 

(2) 児童の集団的、個別的指導及び体力増進

のための指導を行うこと。 

(3) 児童福祉に関する地域組織活動の推進

を図るとともに、その利用に供すること。 

 

 

 

 

 

 

 


